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南相馬市公共下水道事業計画の変更(素案)に係る 

パブリックコメント手続きの実施について 
 

 

 

⚫ 公共下水道事業計画（全体計画・事業計画）については、原町第一処理区が昭和

３６年、小高処理区が平成３年、鹿島処理区が平成４年にそれぞれ国による事業

計画の認可を得て、公共下水道事業に着手してきました。 

⚫ 今回、現在の全体計画期間と事業計画の目標年次が令和７年３月３１日となって

いるため、各目標年次の見直しなどを行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 令和５年度末時点における、公共下水道の整備状況は以下のとおりです。面整備

率は３処理区とも８０％を超えており、全体計画区域内の面整備は終期に近い状

況となっています。 

 

　・水洗化率＝水洗化人口⑧/処理区域内人口⑥

　※水洗化人口については、決算統計への掲載項目となっていないことなどから、各処理区ごとに算定している

　・各処理区別の下水道普及率＝各処理区の処理区域内人口⑥/行政区域内人口の合計⑤(令和5年度末56,248人)×100

　・公共下水道事業全体の下水道普及率＝公共下水道事業全体の処理区域内人口⑥/行政区域内人口の合計⑤(令和5年度末56,248人)×100

　※決算統計第10表「施設及び事業概況に関する調」の普及状況で報告している行政区域内人口は公共下水道事業全体の人口のみであり、

　　各処理区別の下水道普及率については、分母の行政区域内人口を事業全体の数としてきた経過がある

⑧水洗化人口：処理区域内人口のうち、実際に下水道へ接続している人口

⑨水洗化率：処理区域内(下水道への接続が可能な地区)に居住している人口のうち、どのくらいの人口が下水道へ接続しているかを示す割合

⑥ ⑦(⑥/⑤※) ⑧ ⑨(⑧/⑥)① ② ③ ④(③/②) ⑤

62.3
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94.6

(単位：ha・人・％)

982

2,316

25,777

29,075

水洗化人口 水洗化率

⑥処理区域内人口：実際に下水道に接続できる区域に居住している人口

⑦下水道普及率：行政区域内(市内)に居住している人口のうち、どのくらいの人口が下水道を利用できる区域に居住しているかを示す割合

30,740 54.7公共下水道事業全体 1,408.3 1,320.2 1,082.2 82.0 56,248

①全体計画面積：都市計画決定地内のうち、令和6年度末までに公共下水道を整備しようとする面積

②事業認可面積：全体計画の面積のうち、令和6年度末までに公共下水道を整備することを認可された面積

③処理区域面積：下水道を使用することが可能な面積(下水道整備済面積)

④面整備率：事業認可面積のうち、下水道整備済面積の割合(処理区域面積③／事業認可面積②×100)

⑤行政区域内人口：各処理区の住民基本台帳人口

3,006 5.3

原町第一処理区 1,024.3 1,010.9 824.2 81.5 40,279 26,157 46.5

鹿島処理区 191.0 133.3 110.5 82.9 9,695

6,274 1,577 2.8

下水道整備状況(令和5年度末時点)

全体計画面積 事業認可面積 処理区域面積 面整備率 行政区域内人口 処理区域内人口 下水道普及率

小高処理区 193.0 176.0 147.5 83.8

◆全体計画(基本計画)とは 

➢ 将来の地域の状況などに対応した長期的な下水道整備の実施計画であり、

長期的な人口の増加・減少の見込みや財政収支の見込み等を考慮するとと

もに、総合的な見地から設定した計画区域を対象とするものです。 

➢ 市では、これまで全体計画の目標年次を概ね１０～１５年後として設定し

てきています。 

◆事業計画(下水道法事業認可)とは 

➢ 下水道法事業認可は、全体計画のうちでも、人口密集地域や幹線管渠に近

接している地域等で、下水道整備の優先順位が高く、５～７年の間に整備

可能な区域に受けるものです。 

公共下水道事業計画について 
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(１)各処理区の計画概要の更新 

⚫ 目標年次の見直しに当たっては、今後の人口推計を行った上で汚水量の今後の

見通しを試算する必要があります。 

◆行政人口(行政区域内人口)の推計 

⚫ 本計画の上位計画である南相馬市第三次総合計画の人口推計値を採用しまし

た。 

◆計画区域内人口(処理区域内人口)の推計 

⚫ 住民基本台帳人口(行政区域内人口)を国勢調査の町字別人口比率で配分しま

した。 

◆計画汚水量の試算 

⚫ 汚水の発生形態別に以下のように分類し、個々の量を推計する方式を採用し

ました。 

 

 

⚫ 各処理区の下水処理場については、現計画に基づき段階的に建設してきました

が、今回、計画汚水量を更新することにより、改めて、容量計算を行っていま

す。 

⚫ 容量計算の結果、原町第一下水処理場と鹿島浄化センターの施設規模は適正で

あることが確認できました。 

⚫ 一方、小高浄化センターについては、人口減少の影響が大きく、現有処理施設

規模が過大となっていることから、今後の状況を注視した上で、処理施設縮小

の可否を検討していく必要があります。 

   

【小高浄化センター】   【鹿島浄化センター】   【原町第一下水処理場】 

地下水量

計画汚水量

家庭汚水量

生活汚水量

営業汚水量

工場排水量

汚水量の今後の見通しを試算 

公共下水道事業計画(変更後)の概要 

下水処理場(浄化センター)における容量計算の実施 
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(３)計画目標年次の設定 

◆全体計画：令和２３年３月３１日に設定(１６年間延伸) 

◆事業計画：令和１２年３月３１日に設定( ５年間延伸) 

＜設定理由＞ 

⚫ 全体計画については、これまでの経過や、今後は中長期的な視点で施設の改

築更新を重点的に実施していくことなどを踏まえ、目標年次を令和２３年３

月３１日に設定しました。 

⚫ 事業計画については、計画内容の実効性を維持するために５年後に設定する

ことが一般的であり、目標年次を５年後の令和１２年３月３１日に設定しま

した。 

 

(４)計画区域の設定 

◆全体計画：既計画のとおり(変更なし) 

◆事業計画：既計画のとおり(変更なし) 

＜設定理由＞ 

⚫ 令和５年度末時点の面整備率は、現在の事業計画区域に対し、３処理区(原

町第一処理区、鹿島処理区、小高処理区)とも８０％を超えており、一定程度

の整備が図られている状況です。 

⚫ また、本市の公共下水道事業については、平成１８年４月から公営企業会計

を適用しており、独立採算制が求められる事業となっています。 

⚫ 公共下水道事業計画区域の拡大又は縮小の判断にあたっては、下水道整備を

行うことによって使用料収入(収益)が継続的に見込まれるか(投資回収が可

能か)などの視点も考慮の上判断していく必要があります。 

したがって、現在の経営状況や面整備率、計画期間内の人口推計等を踏まえ、

全体計画及び事業計画区域とも既計画区域の変更は行わないこととします。

 

目標年次の設定 

計画区域の設定 
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